
「憲法を学ぶ市民の集い」 

Ｙｏｕｔｕｂｅ 配信  

配信期間 令和３年７月１日（木）～７月 31 日（土） 

演  題 「コロナ禍から憲法を考える」 

公  演 広島大学大学院人間社会科学研究課 

     教授 新井 誠さん 

 

延期しておりました「憲法を学ぶ市民の集い」を Youtube 

で配信しています。 

「憲法について一緒に考えてみましょう」 

            二次元コードはこちら 

 

戸籍などの証明書の不正取得により，個人の権利が侵害され

ることを防止・抑止するため，代理人や第三者へ証明書を交

付したときに，事前に登録した人へ，その事実をお知らせし

ます。交付されたことを本人が知ることができ，不正請求及

び不正取得に対する抑止効果が期待されます。 三原市がこ

の制度を導入していることが周知されることで，「職務上請

求書」の偽造や身元調査などの未然防止にもつながります。 

 
登録は，市民課又は 

各支所まちづくり係まで 

 
HP

① 7 月 20 日(火)～7 月 28 日(水) 中央公民館 ロビー 

② 7 月 30 日(金)～8 月 12 日(木) イオン三原店 1 階中央ｴｽｶﾚｰﾀ前 

③ 8 月 16 日(月)～8 月 24 日(火) 久井保健福祉センター ロビー 

④ 8 月 26 日(木)～9 月 1 日(水)   大和支所 ロビー 

⑤ 9 月 3 日(金)～9 月 12 日(日)   本郷生涯学習センター ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

 ※①,⑤は 9:00～21:00  ②は 9:00～22:00  

  ③,④は 8:30～17:15(土･日･祝は除く)   

令和３（２０２１）年７月１日発行                                                                                                      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録しましょう！  

・・・本人通知制度について・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行／三原市人権推進課 

編集／三原市本郷人権文化センター 

住所／三原市本郷北 3 丁目 16 番 10 号 

電話／問い合わせ 0848-86-3333 

ＪＲ本郷駅北側の本郷小学校裏の丘に緑の屋根の建物がありま

す。道が入り組んでおりますので，気をつけてお越しください。 
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ＬＧＢＴＱ＋という言葉を 

聞いたことがありますか？ 

性的マイノリティについて，ＬＧＢＴＱ＋と総称されるこ

とがありますが，一般的に次のことを表しています。 

Ｌ：女性の同姓愛者（Lesbian,レズビアン） 

Ｇ：男性の同姓愛者（Gay,ゲイ） 

Ｂ：両性愛者（Bisexual,バイセクシュアル） 

Ｔ：出生時に社会的に割り当てられた性別と自分自身が 

  認識する性別が一致しない人（Transgender. 

    トランスジェンダー） 

Ｑ：自分の性がわからない（Questioning.ｸｴｽﾁｮﾆﾝｸﾞ） 

性的少数者を表す（Queer.クｲア） 

＋：多様である性のあり方を包括的に表す。（＋プラス） 

 

「性的マイノリティ」とは 

 性は「男」と「女」の２つのどちらかにはっきり分類で

きるとか，恋愛対象は必ず異性であるとは限りません。 

 多くの人は，「自分自身が認識する性別」と「社会的に

割り当てられた性別」が一致しているので，日常生活の中

で性別を意識することはほとんどないかもしれません。 

 しかし，「自分自身が認識する性別」と「社会的に割り

当てられた性別」が違うと感じたり，「自分自身が認識す

る性別」が揺れ動いたり，自分の性別を決められない人も

います。性別違和が強く，社会生活に支障がある状態の人

もいます。 

 また，同性を好きになる人もいますし，異性も同性も好

きになる人もいます。恋愛感情を抱かない人もいます。 

 「性のあり方」は多様であって，それぞれに人権を尊重

し合うことが大切なのです。 

人 あ る 限 り 人 権 を ！ 

講師プロフィール 

1972 年 群馬県生まれ。慶応義塾大学院 

     法学研究課後期博士課程単位取得退学，博士。 

2010 年 広島大学大学院法務研究科准教授。 

2020 年から現職。専門は憲法学。 

 

市民課 

広島・長崎原爆写真ポスター 

被爆者自らが描いた原爆の絵(複製) など 


